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ポーランドでは、引き続き自動車産業の投資が多い
中、近年では優秀人材を狙ったIT業、ポーランドの豊
かな農業に目をつけた食品産業を目的にした投資進出
が目立つようになっている。フォルタク＆カラシンスキ
法律事務所のジャパン・デスクでは、日系の製造業
（特に自動車関連、医薬品、食品）が進出する手伝い
を日本語で行っている。

ここ数カ月、欧州のみならず世界を取り巻く環境が
変わりつつあり、企業は生産設備を世界各地に分散さ
せることの重要性を改めて確認しているようである。
ポーランドは欧州の第２製造拠点として選ばれるこ

とが多く、日系企業からも引き続き熱い視線を浴びて
いる国である。ポーランドが選ばれる魅力は、何であ
ろうか。投資企業から聞かれるのは、以下のようなも
のである。
・西欧に比べて、労働コストが安い（ドイツと比べる
と約３分の１）
・高い教育を受けた人材の層の厚さ（EU全体の大学
生数の10％がポーランド人である）

・国内マーケットの大きさ（消費者数3838万人）
・欧州での立地（特にドイツへの距離の近さ）
・投資に対して与えられる優遇支援（ポーランド投資
地区PSI、政府助成金、固定資産税の免除など）

・親日国家であり、日本人にとって生活環境がよい

次に、現在のポーランドの現状を見てみるとする。
・国民１人当たりのGDPは、EU平均の68％
・GDP成長率：4.3％（2019年）
・失業率：5.5％（2020年２月ポーランド統計局データ）
・法定最低賃金：税込2250PLN（約57600円、2019
年１月データ）

・産業界平均賃金：税込5330.48PLN（約13万8592円、
2020年２月ポーランド統計局データ）

本稿では多くの日系企業が利用する優遇支援のう
ち、ポーランド投資地区（PSI）について取り上げて
みる。ポーランド投資地区（PSI）とは、これまでの
経済特別区（SEZ）に代わり、設立された免税システ
ムである。そこでは、企業の新規投資に対して、法人
所得税の免除というかたちで優遇支援が受けられる。
以前の経済特別区（SEZ）と大きく違う点は、それ

まで指定されていた地域のみならず、ポーランド全土、
どの土地でも優遇支援を受けられるようになった点で
ある。新規投資とは、新規設備の導入、既存設備の拡
張、製造設備の多様化、既存設備の製造プロセス全
体における根本的変更をいう。
支援を受けられる金額は、投資金額の10〜50％ま

でを上限とし、法人所得税の免税という形式で受けら
れる。優遇支援率は、地方や地区によって異なる。（参
照：図１　優遇支援率）
投資金額として計算できる経費は、下記となる。

①土地購入・土地永続使用料、②建
物の建設費、③新規資産（機械）購入費、
④知的・法的財産（特許やライセンスな
ど）の購入費、⑤レンタル・リース費用
（土地や建物リースの場合は、レンタル
期間５年分を計上できる）
投資がBPOやIT分野で、雇用コスト

が主となる場合は、新規に雇用された人
材の２年分の給与（税込）と雇用に関
わる経費（社会保険料など）を投資額
として計算することが多い。

図１　優遇支援率
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優遇支援を受けるための条件は以下３点である。

・地域や都市によって、投資に投入する金額の最低条
件額がある。

・失業率が高ければ高い地域であるほど、その最低条
件額が低い。

・現在、最も低い条件額を持つ地域・都市では、1000
万ズロチ（約２億5600万円）が設定されている。
ただし、最低投資条件額の減額が認められるケース
がある。それは次の４ケースで、その地域・都市の条
件額から、さらに減額される。①研究開発プロジェク
トあるいは近代ビジネスサービス：95％減額、②零細
企業：98％減額、③小企業：95％減額、④中企業：
80％減額
失業率の変化によって投入しなければならない最低
額が変化することに留意する。

経済発展と人材育成の計10ポイントのうち、４〜６
ポイント満たさなければならない。条件を満たすポイ
ント数は地域によって異なる。（参照：図２　質的クラ
イテリア必要ポイント数）

経済発展の５ポイントは以下：
①ポーランド政府の指定する優先分野であること
（例：自動車産業、BPO分野）
②製品やサービスの輸出額が指定数値より高いこと
③その投資枠内で研究開発活動をすること
④国が優先するクラスターへ参加・所属しているこ
と、あるいは外国企業へサービスを行っていること
⑤中小企業であること（注：EUの中小企業の規定
に基づく）
人材育成の５ポイントは以下：
①環境への影響（汚染）が少ないこと
②高失業率地域に進出すること
③教育機関と協力関係を築くこと
④専門性の高い仕事を与えること、あるいは高給の
仕事を与えること
⑤従業員への手厚い福利厚生を備えること

優遇支援を受けられる年数は10〜15年である。（参
照：図３　優遇支援を受けられる年数）申請から許可

証取得までの所要日数は30日。

投資を始める前には、進出地域の条
件の変化や動向について、現地の組織
と確認して進めることが好ましい。また、
LOIなどの提出を検討する際に、投資コ
ストの計算については、細かい規定があ
るため、そのコストが該当するのか、事
前に法律事務所など専門家と詳細を確
認することをお勧めする。

注意点は下記を参照いただきたい。
・�あらゆる投資経費は、優遇支援を申請し、許
可証を得たあとから契約・購入を行わなけれ
ばならない。
・�零細・小・中企業の規定はEU共通の規定が
用いられ、過去２年の従業員数と売上額で
確認される。�

条件１　量的クライテリアを満たすこと

条件２　質的クライテリアを満たすこと 条件３	 申告した投資と雇用を５年間継続すること
	 （中小企業は３年）
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図３　優遇支援を受けられる年数

図２　ポーランド投資地区に入るために必要な質的クライテリア　
　　　ポイント数


